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技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針

１ 現 状

本県の技能労務職員の給与等の現状は、次のとおりです。

(1) 技能労務職員の給与等に関する事項

○ 適用給料表 《技能労務職給料表》
国や他の都道府県の技能労務職員に適用されている給料表の支給水準との均衡を

考慮して定められています。

○ 初任給の状況 １４６，７００円（高校卒 １級２５号給）

○ 給 与 ①毎月決まって支給されるもの
例：給 料・諸手当（通勤手当、扶養手当、住居手当等）など

②特殊な業務に従事したときに支給されるもの
例：時間外手当・特殊勤務手当など

③臨時に支給されるもの
例：期末・勤勉手当など

○ 昇給・昇任など
・昇給は年１回(１月１日）で、勤務成績により昇給号数（標準３号）を決定し
ます。

・在職１５年以上で、勤務成績が優秀な場合には、主任に昇任させることがで
きます。

(2) 技能労務職員職種別平均年齢、平均給与月額等（都道府県比較）

平均給与月額 平均給与月額平均年齢 平均年齢
山梨県 全都道府県

３８４，０３７ ３９３，５４９48.6 47.9

うち学校給食員 ３６０，１０８ うち学校給食員 ３６６，２８４50.0 48.3

うち守衛 ４９０，４６６ うち守衛 ４１９，３５７55.0 46.4

うち用務員 ３７４，７３３ うち用務員 ３８３，９７９48.6 48.8

うち自動車運転手 ３８６，６６５ うち自動車運転手 ４０４，０２１43.9 51.2

※ 非常勤職員・企業局在職者を除く。

※ 基準日：平成１９年４月１日 本県技能労務職員のラスパイレス指数 １１７．９（全国３４位）
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(3) 民間類似職種との比較（職種別）

山梨県の技能労務職員 非常勤含む 民 間（賃金構造基本統計調査）（ ）

職 種
平均給与( )月額 類似職種 平均給与月額平均年齢 平均年齢報酬

１８７，２４５ ２９２，１００学校給食員 調理師52.2 39.9

３３２，３８５ ２２０，７００守衛 守衛53.3 54.3

２６６，５０６ ２２７，２００用務員 用務員52.4 53.9

３６２，４８６ ３２１，７００自動車運転手 45.3 47.1自 家 用 乗 用 自 動 車 運 転 手

※ 山梨県の技能労務職員には、非常勤職員を含みます。

※ 技能労務職員（公務員）と民間（賃金構造基本統計調査）は、年齢、業務内容、雇用形態等が異なり、比

較できませんが、あくまでも参考データとして掲載しました。

※ 賃金構造基本統計調査（厚生労働省）の概要

・常用労働者１０人以上の民間事業所を対象

・調査対象に、１箇月以内の雇用期間の者や日々雇用労働者で４・５月にそれぞれ１８日以上雇用され

た者、非正規社員、派遣社員を含みます。

(4) 年齢別職員数

年 齢 歳以下 歳～ 歳 歳～ 歳 歳～ 歳 計31 31 40 41 50 51 60

職 員 数 ７人 ４０人 ８１人 １３７人 ２６５人

《内訳》

一 般 行 政 ４人 ２３人 ４０人 ７２人 １３９人

教 育 関 係 ２人 １１人 ２０人 ４８人 ８１人

内学校 ２人 ９人 １８人 ４１人 ７０人

警 察 関 係 １人 ６人 ２１人 １７人 ４５人

※ 一般行政内訳（試験研究機関３８人、病院３５人、管財課２０人、社会福祉施設１１人、その他３５人）

※ 企業局在職者を除く。

２ 見直しに向けた基本的な考え方

、 、 、 、・技能労務職員の給与は 一般職員と同様 給料と諸手当であり 職務の内容や責任
さらに、生計費、国や他の地方公共団体の類似職種の職員の給与等も考慮して条例
及び規則で定められています。

・本県においては、技能労務職員を含む全職員を対象とした給与構造改革や特殊勤務
手当などの諸手当の見直しなど、これまでも給与の適正化に向けた取組を随時実施
してきたところですが、地方公共団体の技能労務職員の給与について、民間企業の
同種の従業員の給与と比較した場合その水準が高いとの指摘があり、地域の民間給
与の事情をより一層反映させた住民の理解と納得が得られるものとすることが求め
られています。
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・このため、技能労務職員の給与水準やその業務内容などについて、必要な見直しを
さらに行って参ります。

３ 具体的な取組内容

これまでの取組み(1)

① 給与の適正化及び事務事業の見直しなど（平成１７年度以降）

・平成１７年３月
国で策定した「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」の

中で、技能労務職員の給与制度や運用が見直し項目の一つとされました。

・平成１７年１２月
県では、国の上記指針に対応する「第二次行財政改革プログラム」を策定し、

技能労務職員の給与に関しても、国や他県の状況、県内企業の実態等を踏まえ、
適正な給与水準の調査・検討を実施することとし、次のような具体的な取組みを
行いました。

【具体的な取組内容】
①給与構造改革の推進（平成１８年度～）

・技能労務職員の給料水準 平均４．６％引き下げ
・５７歳を超える職員の昇給抑制
・枠外昇給の廃止

②退職手当制度の見直し（平成１８年度～）
・国家公務員に準じ、在職期間中の貢献度をより的確に反映した制度に改正

③特殊勤務手当の見直し（平成１７・１８年度）
・特殊な勤務に対する国の手当支給基準等との整合、月額特殊勤務手当の日
額化の徹底などの観点から見直し

※ ３手当廃止、２手当日額化、１手当支給対象見直し

④事務事業の見直しと外部委託の推進（平成１７年度～）
・事務事業の見直しに伴う人員削減

運転技術員、文書事務員
・外部委託 調理業務( ｾﾝﾀｰ)中央病院、あけぼの医療福祉

守衛業務( )中央病院
自動車運転業務( ｾﾝﾀｰ)あけぼの医療福祉

・退職不補充による非常勤化の推進
学校用務員業務等

平成１０年度以降の技能労務職員数の状況②

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19年 度

415 400 381 364 347 334 318 300 287 265職員数 人（ ）

100 96.4 91.8 87.7 83.6 80.5 76.6 72.3 69.2 63.9指 数
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《内訳（人 》）
239 228 211 199 186 179 173 163 152 139一 般 行 政

106 104 102 101 98 95 89 84 83 81教 育 関 係

92 90 88 86 83 81 77 72 71 70内 学 校

70 68 68 64 63 60 56 53 52 45警 察 関 係

※ 「指数」は平成１０年度の職員数を１００としています。

※ 採用の抑制等により、最近１０年間で約３６％減少しています。

※ 平成１７年度以降は新規採用をしていません。

※ 企業局在職者を除く。

(2)今後の取組み

給与及び事務事業について、今後、次のとおり見直しを実施していきます。

① 給与の見直し

・県人事委員会が行う職種別民間給与実態調査等を通じ、民間給与の実態の把握に努

めるとともに、国の技能職員・労務職員など行政職俸給表（二）適用職員や他の都

道府県の技能労務職員の給与の支給水準などの状況を把握します。

・これらの結果を踏まえて、十分な検討を行い、本県の技能労務職員に適用している

給料表や諸手当などについて必要な見直しを行っていきます。

② 事務事業の見直しと職員数

技能労務職員については、退職不補充を前提として事務事業の在り方を検討する中

で、業務の統合・廃止、民間委託、非常勤化の推進などに取り組んでいきます。

【技能労務職員数の見込み】

年 度 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ ４年間計

職員数 ２６５人 ２３８人 ２１９人 ２０７人 １９６人 △６９人

※ 企業局在職者を除く。


